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Ⅰ－２ 女性の活躍推進 

１．年齢階層別労働力人口比率 

 

図表Ⅰ－２－１ 男女別労働力人口比率（都・全国） 
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注：労働力人口比率とは、15歳以上人口に占める労働力人口の割合を指す。 

資料：東京都総務局「東京の労働力（労働力調査結果）」（令和 2 年平均） 
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資料：総務省「労働力調査（基本集計）」（令和 2 年平均） 

  

労働力人口比率は、男性では都・全国とも台形を描いている一方、女性では、都・全国とも 30 歳代

半ばから 40 歳代前半の年齢層で低下がみられるＭ字カーブとなっている。 
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２．年齢階層別潜在的労働力率（女性） 

 

図表Ⅰ－２－２ 年齢階層別潜在的労働力率（女性）（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：労働力人口比率は、15 歳以上人口に占める労働力人口の割合。潜在的労働力率は、労働力人口と就業希望者の合計

を 15 歳以上人口で除した値。「図表Ⅰ－２－１ 男女別労働力人口比率＜全国＞」は、総務省「労働力調査（基本集

計）」（令和 2 年平均）を基に、「図表Ⅰ－２－２ 年齢階層別潜在的労働力率（女性）」は、総務省「労働力調査（詳

細集計）」（令和 2 年平均）を基に作成しているため、女性の労働力人口比率の数値に違いが生じている。 

 

資料：総務省「労働力調査（詳細集計）」（令和 2 年平均）  

女性の潜在的労働力率は 25～29 歳の 91.7％をピークに 50～54 歳までは 80％台を維持している。 

労働力人口比率との差は 30～34 歳と 35～39 歳で 7.1 ポイントと最も大きく、年齢が増すにつれて

差は縮小していく。 
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３．就業希望の非労働力人口（女性） 

 

図表Ⅰ－２－３ 就業希望の非労働力人口（女性）（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：非就業希望者は就業内定者を含む。 

 

資料：総務省「労働力調査（詳細集計）」（令和 2 年平均） 

  

非労働力人口のうち就業を希望している女性は 198 万人であり、女性の非労働力人口全体の 7.4％

となっている。年齢別では、25 歳から 34 歳までの 34.5％をピークに、35 歳から 44 歳までが 30.0％、

45 歳から 54 歳が 20.7％の順になっている。 
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 ４．役職別女性管理職状況 

 

図表Ⅰ－２－４－１ 役職別女性管理職の状況（都） 
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注 1：調査対象は、都内全域（島しょを除く）の従業員規模 30 人以上の事業所で、「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、

「運輸業、郵便業」、「卸売業、小売業」、「金融業、保険業」、「不動産業、物品賃貸業」、「学術研究、専門・技術サー

ビス業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「教育、学習支援業」、「医療、福祉」、「サー

ビス業（他に分類されないもの）」の 13 業種、合計 2500 社 

注 2：一般に管理職は「課長相当職」以上であるが、ここでは事務遂行の指揮命令者である「係長職」も管理職に含めている。 

注 3：平成 18（2006）年度はデータなし 

資料：東京都産業労働局「令和２年度東京都男女雇用平等参画状況調査」  

都の女性管理職を有する事業所割合は、令和 2（2020）年度に係長相当職で 55.0％、課長相当職で

57.2％、部長相当職で 32.3％、役員相当職で 25.9％となっている。 

役職別女性管理職の割合は、令和 2（2020）年度で係長相当職が 19.6％、課長相当職が 11.4％、部

長相当職が 6.2％、役員が 9.0％となっている。 
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図表Ⅰ－２－４－２ 役職別女性管理職の状況（全国） 

＜女性管理職を有する企業割合＞ 
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注 1：全国の従業員規模 30 人以上の企業で、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・

水道業」、「情報通信業」、「運輸業、郵便業」、「卸売業、小売業」、「金融業、保険業」、「不動産業、物品賃貸業」、「学

術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業〈家事サービス業を除

く。〉」、「教育、学習支援業」、「医療、福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）〈外国公

務を除く。〉」の 16 業種における割合である。 

資料：厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査」 

  

全国の女性管理職を有する企業割合を役職別にみると、係長相当職ありの企業は 34.9％、課長相当

職は 30.5％、部長相当職は 15.5％となっている。 

役職別女性管理職の割合は増加傾向にあり、令和元（2019）年度で係長相当職以上の女性管理職（役

員を含む）全体が 12.2％、係長相当職が 16.6％となっている。 
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５．所定内給与額男女間格差の推移 

 

図表Ⅰ－２－５－１ 所定内給与額男女間格差の推移（都・全国） 
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注 1：女性の男性に対する割合は男性の所定内給与額を 100 とした場合の女性の値 

注 2：所定内給与額とは、きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額をいう。超過労働給与額

とは、次の給与の額をいう。 

ア 時間外勤務手当…所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与 

イ 深夜勤務手当…深夜の勤務に対して支給される給与 

ウ 休日出勤手当…所定休日の勤務に対して支給される給与 

エ 宿日直手当…本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与 

オ 交代手当…臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交代勤務給など、労働時間の位置により支給さ

れる給与 

資料：厚生労働省「令和 2 年賃金構造基本統計調査（全国）」 
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図表Ⅰ－２－５－２ 給与階級別給与所得者数の構成割合（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国税庁「令和元年分 民間給与実態統計調査」 

  

令和元（2019）年分の給与階級別給与所得者数の構成割合をみると、男性では所得が 300 万円以下

の者が 21.9％であるのに対し、女性は 59.5％となっている。一方、男性では所得が 600 万円超の者

が 30.5％であるのに対し、女性は 7.2％となっている。 
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６．一般労働者と短時間労働者の所定内給与額男女間格差 

 

図表Ⅰ－２－６ 一般労働者と短時間労働者の所定内給与額の推移（都・全国） 
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注 1：一般労働者とは、短時間労働者以外の労働者をいう。 

注 2：短時間労働者とは、同一事業所の一般労働者より 1 日の所定労働時間が短いまたは 1 日の所定労働時間が同じでも 1

週の所定労働日数が少ない労働者をいう。 

注 3：一般労働者の 1 時間あたり平均所定内給与額は、所定内給与額を所定内実労働時間数で除した値である。 

注 4：令和 2（2020）年以前は、医師、教員等の一部の職種に該当する短時間労働者で１時間当たり所定内給与額が 3,000

円を超える者を除外して集計。令和 2（2020）年より職種や賃金による除外を行わず、短時間労働者全体を集計対象。 

資料：厚生労働省「令和 2 年賃金構造基本統計調査」 

平成 19（2007）年以降、平均所定内給与額は一般労働者はほぼ横ばいで、短時間労働者は、やや増

加傾向で推移している。 

1,785 1,758 1,789 1,759
1,840 1,807 1,810

1,923 1,896 1,865 1,906 1,915
2,012

1,880

2,550 2,501 2,502 2,491 2,510 2,531 2,510
2,603 2,650

2,557 2,544
2,611 2,659

2,487

1,150 1,107 1,126 1,156 1,167 1,182 1,181 1,207 1,221 1,236 1,293 1,310 1,339

1,706

1,252 1,204 1,233 1,245 1,220 1,234 1,281 1,254 1,300 1,309 1,328 1,366 1,418

2,068

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成19

(2007)年

平成20

(2008)年

平成21

(2009)年

平成22

(2010)年

平成23

(2011)年

平成24

(2012)年

平成25

(2013)年

平成26

(2014)年

平成27

(2015)年

平成28

(2016)年

平成29

(2017)年

平成30

(2018)年

令和元

(2019)年

令和2

(2020)年

（円／時間） 女性一般労働者 男性一般労働者 女性短時間労働者 男性短時間労働者

1,373 1,387 1,399 1,396 1,414 1,430 1,445 1,469 1,494 1,501 1,510 1,528 1,589 1,555

2,016 2,010 1,981 1,978 1,966 1,982 1,988 2,010 2,031 2,032 2,021 2,046 2,086 2,041

962 975 973 979 988 1,001 1,007 1,012 1,032 1,054 1,074 1,105 1,127

1,3231,085 1,071 1,086 1,081 1,092 1,094 1,095 1,120 1,133 1,134 1,154 1,189 1,207

1,658

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成19

(2007)年

平成20

(2008)年

平成21

(2009)年

平成22

(2010)年

平成23

(2011)年

平成24

(2012)年

平成25

(2013)年

平成26

(2014)年

平成27

(2015)年

平成28

(2016)年

平成29

(2017)年

平成30

(2018)年

令和元

(2019)年

令和2

(2020)年

（円／時間） 女性一般労働者 男性一般労働者 女性短時間労働者 男性短時間労働者



Ⅰ 働く場における女性の活躍 

20 

 

７．雇用形態別（役員を除く、正規・パート等）雇用者の割合 

 

図表Ⅰ－２－７ 雇用形態の内訳別雇用者割合（都・全国） 
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資料：総務省「平成 29 年就業構造基本調査」 
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注 1： 割合は、雇用者（役員を除く）の内訳の合計に対するものである。 

注 2： 平成 23（2011）年については、岩手県、宮城県及び福島県を除く数値である。 

資料：総務省「令和元年労働力調査年報（詳細調査）」 

  

役員を除く雇用者に占める正規の職員、従業員の割合は、平成 19（2007）年以降、全国、都におい

てほぼ横ばいで推移している。都の平成 29（2017）年の正規雇用者は女性が 49.3％、男性が 78.3％、

全国の令和元（2019）年の正規雇用者は女性が 44.0％、男性は 77.2％となっている。 
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８．パート・アルバイトや派遣労働に関する労働相談 

 

図表Ⅰ－２－８－１ パート・アルバイト労働に関する労働相談（都） 

＜労働相談件数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都産業労働局「令和元年東京都の労働相談の状況」 

 

＜パート・アルバイト労働相談の内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：上位 12 項目表示 

注 2：1 件の相談で複数の内容を扱っている場合があるため、n は実相談件数を上回っている。 

資料：東京都産業労働局「令和元年東京都の労働相談の状況」 

 

 

都内のパート・アルバイト労働に関する労働相談件数は 8 千件前後で推移しており、令和元（2019）

年度における労働相談件数全体に占める割合は 14.5％であった。 

令和元（2019）年度における相談の内容をみると、最も多いのが「退職」（11.1％）で、以下、「解

雇」（10.6％）、「職場の嫌がらせ」（9.3％）、「労働契約」（8.6％）の順となっている。 
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図表Ⅰ－２－８－２ 派遣労働に関する労働相談（都） 
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資料：東京都産業労働局「令和元年東京都の労働相談の状況」 

 

 

＜派遣労働相談の内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：上位 12 項目表示 

注 2：1 件の相談で複数の内容を扱っている場合があるため、n は実相談件数を上回っている。 

資料：東京都産業労働局「令和元年東京都の労働相談の状況」 

  

都内の派遣労働に関する労働相談件数は 3 千件前後で推移している。労働相談件数全体に占める割

合は、平成 21（2009）年以降、5％前後で推移している。 
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９．雇用形態・年齢階級別平均賃金（男女別） 

 

図表Ⅰ－２－９ 雇用形態・年齢階級別平均賃金（全国） 
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資料：厚生労働省「令和 2 年賃金構造基本統計調査」 

 

 

雇用形態・年齢階級別の平均賃金は、男女とも正社員・正職員は 50 歳代後半まで増加しているが、

男性に比べて女性の賃金の変化は緩やかになっている。正社員・正職員以外の男性は、60 歳代前半

まで増加傾向にあるが、正社員・正職員と比べて増加幅は小さい。正社員以外・正職員以外の女性

では 40 歳代を境に減少傾向にある。 
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１０．年齢階級別非正規雇用者の推移(男女別） 

 

図表Ⅰ－２－１０ 年齢階級別非正規雇用者の推移(全国） 
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注:2010 年から 2011 年までの数値については、ベンチマーク人口を 2010 年国勢調査結果基準に切り替えたことに伴う変

動を考慮し、時系列接続用数値に置き換えて掲載した。 

資料：総務省「労働力調査（詳細集計）」（令和 2 年平均） 
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では、増加傾向から令和 2 年度は減少した。男性では令和元年度まで 65 歳以上が他の年齢階級に比

べて継続して増加している。 

44 48 45 47
44 45 45 42 38 40 41

92

100

97

101
102 98 93 89

83 83

81
61

65 63 70 73 73 71
66 65 63 59

47 49 51
55 58 57 58 59 60 62 59

145
157 156 160 161

152

150 149 145 143

135

95
98

99

116

132

148

162
170

189

206 203

0

50

100

150

200

250

平成22

(2010)年

平成23

(2011)年

平成24

(2012)年

平成25

(2013)年

平成26

(2014)年

平成27

(2015)年

平成28

(2016)年

平成29

(2017)年

平成30

(2018)年

令和元

(2019)年

令和2

(2020)年

（万人）
15～24歳うち在学中を除く 25～34歳 35～44歳

45～54歳 55～64歳 65歳以上

69

68 69 66 63 59 59 55 57 53 48

210 203 200 200 201 192 186

185 181

177
163

294
307 307

319 325

320 313

306 307
295

273

283 285
293 308 318

330
342

354 365
375

371

245
255 250 257 260 260 262 273

284 292

292

66

69
71 87

102 119
137 146

169

182
187

0

50

100

150

200

250

300

350

400

平成22

(2010)年

平成23

(2011)年

平成24

(2012)年

平成25

(2013)年

平成26

(2014)年

平成27

(2015)年

平成28

(2016)年

平成29

(2017)年

平成30

(2018)年

令和元

(2019)年

令和2

(2020)年

（万人）
15～24歳うち在学中を除く 25～34歳 35～44歳

45～54歳 55～64歳 65歳以上



Ⅰ 働く場における女性の活躍 

25 

１１．学歴別、年齢階級別非正社員の比率（男女別） 

 

図表Ⅰ－２－１１－１ 学歴別非正社員の比率（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：非正社員の比率は、役員を除く雇用者に対する非正規の職員・従業員の割合である。 

 

資料：総務省「労働力調査（詳細集計）」（令和 2 年平均） 

  

いずれの学歴区分においても女性の非正社員比率は男性よりも高い。令和 2（2020）年平均では、「小

学・中学・高校・旧中」の女性の 64.8％、男性の 24.9％、「短大・高専」の女性の 51.0％、男性の

15.6％、「大学・大学院」の女性の 32.7％、男性の 14.4％が非正社員である。 
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図表Ⅰ－２－１１－２ 年齢階級別非正社員の比率（全国） 
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資料：総務省「労働力調査（詳細集計）」（令和 2 年平均） 

年齢階級別の非正社員の比率をみると、令和 2（2020）年平均では、女性は 25～44 歳を除いて 50％

以上である一方、男性では 65 歳以上の 72.0％以外は 50％未満である。特に男性の 35～44 歳、45～

54歳は、一貫して非正社員は 10％未満で推移している。 
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１２．若年雇用者に占める非正規雇用者比率 

 

図表Ⅰ－２－１２ 若年雇用者に占める非正規雇用者比率（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：若年の非正規雇用者比率とは、15～24 歳雇用者総数に占める 15～24 歳非正規雇用者の割合で、いずれも在学中の者

を除く。 

注 2：平成 23（2011）年については、岩手県、宮城県及び福島県を除く数値である。 

 

資料：総務省「労働力調査（詳細集計）」（令和 2 年平均） 

  

若年雇用者に占める非正規雇用者の割合は、令和 2（2020）年は、男性 22.4％、女性 27.5％である。

平成 18（2006）年と比較すると、男性は 20％台後半から前半へと、女性は 30％台後半から 20％台

後半へと減少傾向で推移している。 
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１３．勤続年数階級別労働者数 

 

図表Ⅰ－２－１３ 勤続年数階級別一般労働者構成割合（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より勤続年数階級別一般労働者構成割合の推移を内閣府が作成 

注 2：四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。 

 

資料：内閣府「令和 2 年版男女共同参画白書」 
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37.8％となっている。 

6.4

7.0

6.1

6.2

6.6

6.6

6.6

6.7

6.7

6.7

6.7

6.8

12.4

12.6

13.7

12.4

12.4

12.4

12.2

12.9

13.3

13.0

12.8

12.7

11.9

10.1

11.8

12.2

11.3

10.1

9.5

9.6

10.2

10.1

10.0

10.1

19.7

17.6

18.1

19.0

20.3

21.5

21.5

20.8

19.8

18.9

17.9

17.4

49.6

52.7

50.2

50.2

49.3

49.4

50.1

50.1

49.8

51.3

52.6

53.0

020406080100
（％）

【 【男性】

10.1

11.5

9.8

9.8

10.4

10.5

10.4

10.5

10.2

10.3

10.1

10.4

20.7

19.0

20.9

18.5

18.5

17.8

18.0

18.3

19.2

19.0

18.1

18.2

18.2

14.4

15.3

15.7

15.6

13.7

12.9

12.7

13.3

13.5

13.3

13.3

22.9

21.6

21.3

22.7

23.2

24.8

24.5

23.5

22.8

21.5

20.8

20.3

28.1

33.5

32.6

33.2

32.2

33.3

34.1

35.0

34.5

35.8

37.7

37.8

0 20 40 60 80 100

平成7（1995）年

平成17（2005）年

平成22（2010）年

平成23（2011）年

平成24（2012）年

平成25（2013）年

平成26（2014）年

平成27（2015）年

平成28（2016）年

平成29（2017）年

平成30（2018）年

令和元（2019）年

（％）

【女性】

0年 1～2年 3～4年 5～9年 10年以上



Ⅰ 働く場における女性の活躍 

29 

１４．事業所における女性が活躍するための取組の進捗度合い 

 

図表Ⅰ－２－１４－１ 事業所における女性が活躍するための取組の進捗度合い（都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都産業労働局：「平成 29 年度東京都男女雇用平等参画状況調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都内の事業所に女性の活躍推進に関する取組を聞いたところ、「進んでいる」と回答した企業が

16.1％、「ある程度進んでいる」が 44.1％である。両者を合わせると 60.2％となり、「あまり進んで

いない」と「進んでいない」を合わせた 39.1％を上回っている。 
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図表Ⅰ－２－１４－２ 女性が活躍するための取組実施の効果（都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都産業労働局：「平成 29 年度東京都男女雇用平等参画状況調査」 

 

 

 

 

 

  

女性が活躍するための取組実施の効果を聞いたところ、「女性従業員の労働意欲が向上した」の

53.2％、次いで「優秀な人材が確保できるようになった（32.9％）」、「男性が女性を対等な存在とし

て見るようになった（32.2％）」の順となっている。 
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図表Ⅰ－２－１４－３ 女性が活躍するための取組が進んでない理由（都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都産業労働局：「平成 29 年度東京都男女雇用平等参画状況調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、女性が活躍するための取組が進んでない理由を聞いたところ最も高かったのは、「女性が十分

に活躍しているわけではないが、現状のままでも問題ないから」の 34.5％、「家事・育児等の家庭生

活のため、転勤や超過勤務に制約があるから（34.2％）」、「本人が昇進を望まない、又は仕事に対し

て消極的であるから（31.3％）」が続いている。 
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